
ＪＲ北海道再生推進会議の設置について

弊社では度重なる事故・トラブルを引き起こし、平成26年１月24日に国土交通大

臣より「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する

監督命令」を受けるに至りました。

事業改善命令・監督命令「ＪＲ北海道が講ずべき措置」２．（５）においては、第

三者による外部からの視点に基づき、再生に向けて、安全対策等の実行に関して監

視し、助言を行うとともに、将来に向けた追加対策等の提案を行う諮問委員会等の

形態の常設の組織を設置することを求められております。

弊社の状況を改めるためには企業風土にまで踏み込んだ改革が必要であり、また、

改ざん問題のような悪弊を根絶するため、コンプライアンスや企業の経営のあり方

等幅広く外部の視点で助言を頂戴すべきと考え、平成26年６月12日に「ＪＲ北海道

再生推進会議」を設置しました。本会議の委員の方々は以下のとおりです。

委 員 名 簿

議 長 宮原 耕治 日本郵船株式会社代表取締役会長
みやはら こう じ

委 員 桶谷 治 桶谷法律事務所弁護士
おけたに おさむ

委 員 上浦 正樹 北海学園大学大学院工学研究科長
かみうら まさ き

委 員 國廣 正 国広総合法律事務所弁護士
くにひろ ただし

委 員 高橋はるみ 北海道知事
たかはし

委 員 高向 巌 北海道商工会議所連合会会頭
たかむき いわお

委 員 向殿 政男 明治大学名誉教授
むかいどの まさ お

委 員 吉見 宏 北海道大学大学院経済学研究科長
よし み ひろし

（※敬称略）


